
 次のとおり差押財産の公売を行うので、国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第９５条及び第９９条の規定の

平成２５年７月　５日　１３時から
平成２５年７月１６日　１７時まで

平成２５年７月２６日　１３時

平成２５年７月２９日　１３時

平成２５年７月２９日　１３時０１分

楽天オークション株式会社が提供する官公庁オークションシステム上

せり売り

平成２５年８月　５日　１０時

大和市役所総務部収納課

平成２５年８月　５日  １４時

国税徴収法第９２条の規定の例により、当該滞納者及び当市の税務職員は公売財産
を直接又は間接のいずれかを問わず買い受けることはできません。

公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他公売財産の売却代金から配当
を受けることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申
立書により、その内容を申し出てください。
なお、債権現在額申立書の用紙は大和市総務部収納課に用意しています。

別紙財産目録のとおり。

見積価額に消費税相当額の５パーセントが含まれていますので、入札書の「入札価
額」欄に記載された金額をもって売却決定をします。
・最高価申込者決定時においては､楽天会員ＩＤを最高価申込者氏名とみなします。
・楽天オークション株式会社が提供する公売に関する官公庁オークションシステム
の不具合等により公売を中止することがあります｡
・入札者が自己のパスワードを第三者に知られ､不正に使用される等により損害を受
けた場合､執行機関は何ら保証しません｡
・その他､詳細は､「大和市インターネット公売ガイドライン」及び「落札後の注意
事項」をご覧ください｡

備      考

   大和市公売公告第３号

公　売　公　告　兼  見  積  価  額  公  告

買 受 人 の 資 格
そ の 他 の 要 件

売 却 決 定 の 場 所

公売参加申込期間

開　札　日　時

公  売  の  場  所

公  売  の  方  法

売 却 決 定 の 日 時
(動産の場合)

配当を受ける者の権利
の申し出について

公 売 財 産 の 表 示

売 却 決 定 の 日 時
(自動車の場合)

そ の 他 の 事 項

                                                        大和市長　　大　木　　哲　　　　　

買受代金納付期限

    例により公告する。　

平成２５年７月５日

せり売り締切日時

せり売り開始日時

※楽天オークション株
式会社が提供する公売
に関する官公庁オーク
ションシステムに不都
合が生じた場合等にお
いても､左記期間に変
更はありません｡ 


